
22－1　食品営業監視状況、保健所別　　
平成18年度
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　注2）応援監視：

　注1）ランク： 食品衛生法第24条に基づき毎年度策定している「食品衛生監視指導計画」の中で、監視指導を重点的・効率的に行うため、各業種毎に、食中毒の発生頻度、流
通の広域性、事業の規模、事業の特殊性及び社会的影響等を考慮して、監視の重要度の高い業種（施設）の順に、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５ランクに分類し、重
要度が高い業種（施設）ほど監視回数を多く設定
広域監視班の担当区域を所管する各保健所長が行う観光地等の集中的な監視の応援


